
 

 

ご注意ください 

 

現金や通帳等のお預かりについて 

 

・当行職員が、お客さまのご自宅や会社を訪問し、現金（小切手等含む）、通帳類、 

伝票類、申込書類などの物件をお預かりする場合は、必ず受取書をお渡しします。 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・当行所定の「受取書」以外の名刺やメモなどを受取書の代わりとして、現金や 

通帳・伝票類などをお預かりすることはございません。 

・なお、2022年11月１日より個人（個人事業主を含む）のお客さま向け 

 現金等の集配金業務は終了致しました。 

 

 

 

 

上記のお取扱いと相違するなど、物件のお預かり手順にご不審な点等がございましたら、 

下記までご連絡ください。 

 （連絡先）  池田泉州銀行 お客様センター  ０６－６３７５-１００５ 

          （受付時間 平日のみ  ９：００～１７：００） 



 

 

ご注意ください 

 

 

「キャッシュカード詐欺盗」被害が多発しています！ 

 

 

 警察・銀行・銀行協会・金融庁などのほか 

 電気店・百貨店などの職員になりすました人物が、 

 キャッシュカードを騙し取る手口です。 

 

 「カード・口座が悪用されている」 

 「キャッシュカードを確認しに行く」 

 などとして 

封筒にカードや暗証番号メモを入れさせるなど、 

ウソの手続きを説明し、 

 キャッシュカードをすり替えて盗み取る手口が急増しています。 

 

 

   如何なる人物も 

キャッシュカードをお預かりしたり、 

  暗証番号をお尋ねすることは絶対にありません。 

 


